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七
十
五
歳
以
上
の
健
康
診
断
受
診
率
に
関
す
る
質
問
主
意
書

各
都
道
府
県
の
広
域
連
合
が
、
昨
年
十
二
月
ま
で
に
健
康
診
断
受
診
率
を
推
計
し
厚
生
労
働
省
に
報
告
を
し
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
七
十
五
歳
以
上
の
受
診
率
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ
た
平
成
二
十
年
度
に
比
べ
、
昨
年
度
は
四
十
都
道

府
県
で
向
上
し
、
全
国
平
均
で
は
三
ポ
イ
ン
ト
増
の
二
十
四
％
に
な
る
見
込
み
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

が
浸
透
し
、
増
加
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
昨
年
の
総
選
挙
の
際
、
今
の
与
党
は
、
政
権
交
代
に
な
れ
ば
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
を
直
ち
に
廃
止
を
す
る
、
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
、
各
候
補
者
も
そ
れ
を
訴
え
て
い
た
。
し
か
し
、
鳩
山
内

閣
は
そ
の
約
束
を
翻
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
存
続
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
公
約
違
反
の
一
つ
と
国
民
世
論
に
は
受
け
止

め
る
向
き
が
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

昨
年
度
一
年
間
で
健
康
診
断
受
診
率
が
向
上
し
た
こ
と
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
浸
透
し
て
き
て
い
る
現
れ
と
認
識

を
す
る
か
。

二

都
道
府
県
ご
と
の
受
診
率
の
動
向
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

三

二
に
関
連
し
、
都
道
府
県
別
の
受
診
率
に
差
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

一



対
策
を
国
は
講
じ
よ
う
と
す
る
の
か
。

四

三
に
関
連
し
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
の
老
人
保
健
制
度
だ
っ
た
時
の
二
十
六
％
と
い
う
全
国

平
均
を
上
回
る
二
十
七
％
の
受
診
率
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。
鳩
山
内
閣
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
廃
止
す
る
と
公
言

し
て
い
る
の
に
、
受
診
率
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
は
、
理
屈
に
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

五

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
い
つ
廃
止
を
す
る
の
か
。

六

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
替
わ
る
医
療
制
度
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


